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分
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教
育
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員
会
文
書
管
理
規
程
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一
部
改
正
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…
…
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二

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
十
二
号

本　
　
　
　
　

庁　

                                                                  

地　

方　

機　

関　

　

大
分
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

目
次
中
「
第
七
十
三
条
」
を
「
第
七
十
三
条
の
二
」
に
、
「
第
十
三
節　

資
料
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
へ

の
登
録
（
第
八
十
一
条
）
」
を
「
第
十
三
節　

削
除
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
十
五
号
中
「
第
四
条
第
六
号
」
を
「
第
四
条
第
六
項
、
第
五
十
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
条
の

二
の
二
第
三
項
、
第
五
十
条
の
三
第
三
項
、
第
五
十
条
の
四
第
三
項
、
第
五
十
条
の
五
第
三
項
並
び
に
第
五

十
一
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
「
本
庁
の
」
及
び
「
及
び
主
査
（
総
括
）
並
び
に
組
織

規
則
第
五
十
条
の
二
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
地
方
機
関
の
参
事
（
総
括
）
、
課
長
補
佐
（
総

括
）
、
室
長
補
佐
（
総
括
）
、
主
幹
（
総
括
）
、
副
主
幹
（
総
括
）
」
を
削
る
。

　

第
四
十
一
条
第
十
四
号
中
「
関
連
す
る
添
付
フ
ァ
イ
ル
」
を
「
起
案
に
必
要
な
フ
ァ
イ
ル
」
に
改
め
、
同

条
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
四
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

関
連
文
書　

必
要
に
応
じ
て
関
連
す
る
文
書
を
登
録
す
る
こ
と
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

七
三

　

第
七
十
条
中
「
又
は
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
「
、
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
又
は
電
子
掲
示
板

（
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
掲
示
板
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、

「
及
び
電
子
メ
ー
ル
」
を
「
、
電
子
メ
ー
ル
及
び
電
子
掲
示
板
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
中
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
利
用
し
て
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
電
子
文
書
を
施
行
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
施
行
年
月
日
を
登
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
章
第
七
節
中
第
七
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
電
子
掲
示
板
に
よ
る
施
行
）

第
七
十
三
条
の
二　

県
の
機
関
へ
の
電
子
文
書
の
施
行
で
あ
っ
て
、
周
知
を
目
的
と
し
た
文
書
及
び
施
行
先

の
県
の
機
関
に
お
い
て
保
管
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
等
県
政
情
報
課
長
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
文
書

に
あ
っ
て
は
、
県
政
情
報
課
長
が
指
定
す
る
電
子
掲
示
板
に
よ
り
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
電
子
掲
示
板
に
よ
り
電
子
文
書
を
施
行
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
施
行

年
月
日
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
章
第
十
三
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

第
十
三
節　

削
除

第
八
十
一
条　

削
除

　

第
八
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
廃
棄
の
決
定
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
遅
滞
な
く
次
条
か
ら
第
九
十
四
条

ま
で
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
の
手
続
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
廃
棄
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

各
所
属
長
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
決
定
を
行
う
と
と
も
に
、
次
条
か
ら
第
九
十
四
条
ま
で
の
規
定
に

よ
り
廃
棄
の
手
続
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
九
十
一
条
第
一
項
中
「
文
書
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
」
を
「
第
八
十
九
条
第
一
項
の
廃
棄
の
決
定
を
し

た
」
に
、
「
各
所
属
長
は
、
遅
滞
な
く
当
該
文
書
を
公
文
書
館
長
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
」
を
「
紙
文
書

に
あ
っ
て
は
各
所
属
長
が
遅
滞
な
く
当
該
文
書
を
公
文
書
館
長
に
引
き
渡
す
も
の
と
し
、
電
子
文
書
に
あ
っ

て
は
公
文
書
館
長
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
各
所
属
か
ら
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
」
に
改

め
、
同
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

　

第
九
十
二
条
第
二
項
中
「
の
廃
棄
年
月
日
」
を
「
を
廃
棄
し
た
旨
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
所
属
に
お
い
て
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

を
「
県
政
情
報
課
長
に
廃
棄
の
処
理
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

２　

各
所
属
長
は
、
前
項
の
電
子
文
書
に
係
る
紙
文
書
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
紙
文
書
を
廃
棄
し
た
後
に
県
政
情
報
課
長
に
電
子
文
書
の
廃
棄
の
処
理
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な



平
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五
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二

大
分
県
報
号
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（
訓
令
甲
・
教
育
委
訓
令
甲
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ら
な
い
。

　

第
九
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
県
政
情
報
課
に
お
け
る
電
子
文
書
の
廃
棄
処
理
）

第
九
十
三
条
の
二　

県
政
情
報
課
長
は
、
所
属
長
か
ら
前
条
の
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
に
お
い
て
廃
棄
の
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
五
号
様
式
中

「

年

　
　

月

　
　

日
供
覧
供
覧
者

」
を

「

年　
　
月　
　
日
収
受
収
受
者

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

教　
　

育　
　

庁　

                                                                  

教　

育　

機　

関　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

目
次
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
」
に
、
「
第
十
三
節　

資
料
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
へ

の
登
録
（
第
八
十
条
）
」
を
「
第
十
三
節　

削
除
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
十
四
号
中
「
関
連
す
る
フ
ァ
イ
ル
」
を
「
起
案
に
必
要
な
フ
ァ
イ
ル
」
に
改
め
、
同
条
中

第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
四
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

  

十
五　

関
連
文
書　

必
要
に
応
じ
て
関
連
す
る
文
書
を
登
録
す
る
こ
と
。

　

第
六
十
九
条
中
「
又
は
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
「
、
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
又
は
電
子
掲
示
板

（
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
掲
示
板
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、

「
及
び
電
子
メ
ー
ル
」
を
「
、
電
子
メ
ー
ル
及
び
電
子
掲
示
板
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
中
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
利
用
し
て
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
電
子
文
書
を
施
行
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
施
行
年
月
日
を
登
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
章
第
七
節
中
第
七
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
電
子
掲
示
板
に
よ
る
施
行
）

第
七
十
二
条
の
二　

県
の
機
関
へ
の
電
子
文
書
の
施
行
で
あ
っ
て
、
周
知
を
目
的
と
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と

及
び
施
行
先
の
県
の
機
関
に
お
い
て
保
管
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
等
教
育
改
革
・
企
画
課
長
が
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
文
書
に
あ
っ
て
は
、
教
育
改
革
・
企
画
課
長
が
指
定
す
る
電
子
掲
示
板
に
よ
り
施
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
電
子
掲
示
板
に
よ
り
電
子
文
書
を
施
行
し
た
と
き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
施
行

年
月
日
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
章
第
十
三
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

第
十
三
節　

削
除

第
八
十
条　

削
除

　

第
八
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
廃
棄
の
決
定
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
遅
滞
な
く
次
条
か
ら
第
八
十
七
条

ま
で
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
の
手
続
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
廃
棄
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

所
属
長
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
決
定
を
行
う
と
と
も
に
、
次
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ

り
廃
棄
の
手
続
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  

第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
文
書
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
」
を
「
第
八
十
三
条
第
一
項
の
廃
棄
の
決
定
を
し

た
」
に
、
「
所
属
長
は
、
遅
滞
な
く
当
該
文
書
を
公
文
書
館
長
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
」
を
「
紙
文
書
に

あ
っ
て
は
所
属
長
が
遅
滞
な
く
当
該
文
書
を
公
文
書
館
長
に
引
き
渡
す
も
の
と
し
、
電
子
文
書
に
あ
っ
て
は

公
文
書
館
長
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
所
属
か
ら
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同

条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
第
二
項
中
「
の
廃
棄
年
月
日
」
を
「
を
廃
棄
し
た
旨
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
所
属
に
お
い
て
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
管

理
す
る
総
務
部
県
政
情
報
課
長
に
廃
棄
の
処
理
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

所
属
長
は
、
前
項
の
電
子
文
書
に
係
る
紙
文
書
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
紙
文
書
を
廃
棄
し
た
後
に
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る
総
務
部
県
政
情
報
課
長
に
電
子
文
書

の
廃
棄
の
処
理
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
号
様
式
中



平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

大
分
県
報
号
外
（
教
育
委
訓
令
甲
）

三

「

年　
　
月　
　
日
供
覧
供
覧
者

」
を

「

年　
　
月　
　
日
収
受
収
受
者

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。　


